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23条に規定されたものが利用されている（図　1‒27）．
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）への変更を認めない場合に署名を行う．
　基本的に医薬品名は，局方名，商品名，一般名を用いる．
　分量は，内服では 1日量あるいは 1回量，頓服では 1回量，外用では投薬総量を記載する．
　処方箋に用いる用語は自国語で記載するのを原則としている．近年，患者の知る権利を保障す
るためのカルテ開示の傾向もある．カルテの電子化も進められている．
 3 ）電子処方箋
　電子処方箋は，オンライン資格確認の仕組み（オンライン資格確認等システム）を基盤に，医
師や歯科医師，薬剤師間で処方箋を電子的にやり取りする仕組みである．
　クラウド上に構築された「電子処方箋管理サービス」を経由することで，医療機関と薬局で共
通情報を相互に参照できるようになる．2023年 1月から運用が開始されている．メリットとして
は，紙の処方箋を持ち歩かなくても済むので利便性が向上すること，また医療機関での重複投与

図　1‒27　処方箋の記入例
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や薬の併用禁忌を予防できることなどがある．
 4 ）リフィル処方箋
　症状が安定している患者について，医師の処方により医師および薬剤師の適切な連携のもと，
一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みがリフィル処方箋である．
　保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には，処方箋の「リフィル
可」欄にレ点を記入する．

 3 　処方箋の保存
　処方箋の保存は，麻薬処方箋とは区別して保存する．
　医療機関では，保険扱いの処方箋は 3年間保管する．
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　処方箋には分量，用法，用量を記載することになっている（医師法施行規則第 21 条，歯科医師
法施行規則第 20 条）．
　分量とは 1 日当たりの投与量，頓用では 1 回当たりの投与量を示す．
　用法とは 1 日当たりの服用回数，服用時期（食前，食後，就寝前，疼痛時など）を示す．
　用量とは慣習的には投与日数のことを示す．しかし，薬剤師会の調剤指針では“薬剤の投与総量”
とし，1 日の分量に投与日数を乗じた値を提唱している．この点では不統一である．

（堀了平　監修：医療薬学，第 4 版，廣川出版，2005）
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　第十五改正日本薬局方では，エピネフリンはアドレナリンに名称変更された．しかし，従来通り
両者の名称を覚えておくことは大切である．アドレナリンは 1900 年に高峰譲吉と上中啓三により
牛の副腎から結晶化された．同時期に米国のエイベルは羊の副腎から分離してエピネフリンと名づ
けた．アドレナリン adrenaline もエピネフリン epinephrine も同じ物質である．adrenaline はラ
テン語の adrenal（副腎）から，epinephrine はギリシャ語の epi（上）と nephrose（腎臓）から
由来している．アドレナリンは副腎髄質より分泌されるホルモンで，神経伝達物質でもある．

アドレナリン，エピネフリン
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　薬剤師は，処方箋中に疑わしい点があるときは，その処方箋を交付した医師，歯科医師または獣
医師に問い合わせて，その疑わしい点を確かめるが，そのことを疑義照会という．

疑義照会
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　ジェネリック（generic drug）とは後発医薬品のことであり，先発医薬品の特許が切れたのち，
臨床試験などを省略して許可された，有効成分，品質，効能が同じで，より安価な薬である．国は
ジェネリックが市場に出回ることにより，医療費の節約が期待できることから支援の方向にある．
しかし，医療関係者には品質，先発医薬品との同等性に対する疑念もある．

ジェネリック


